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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側硬質レンズと、
　最小膨張レベルから最大膨張レベルにまで膨張するようになった半弾性膜と、
　輪郭形成膜被覆と、
　前記前側硬質レンズと前記半弾性膜との間の液体層と、
を備え、
　前記半弾性膜の剛性は、付与された機械的又は静水圧的応力の方向に応じて変化し、
　前記輪郭形成膜被覆の厚さは前記半弾性膜に亘って変化する、液体レンズ組立体。
【請求項２】
　前記前側レンズが両凹面形状を有する、請求項１に記載の液体レンズ組立体。
【請求項３】
　前記膜が最大膨張レベルまで膨張したとき、全体で負の屈折力を有するように構成され
る、請求項１に記載の液体レンズ組立体。
【請求項４】
　前記膜が最小膨張レベルと最大膨張レベルとの間で膨張するとき、全体で負の屈折力を
有するように構成される、請求項１に記載の液体レンズ組立体。
【請求項５】
　前記膜が最大膨張レベルにまで膨張したとき、全体で正の屈折力を有するように構成さ
れる、請求項１に記載の液体レンズ組立体。
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【請求項６】
　前記膜が最小膨張レベルと最大膨張レベルとの間で膨張するとき、全体で正の屈折力を
有するように構成される、請求項１に記載の液体レンズ組立体。
【請求項７】
　前記膜が最小膨張レベルと最大膨張レベルとの間で膨張するとき、３ジオプターの範囲
の屈折力を有するように構成される、請求項１に記載の液体レンズ組立体。
【請求項８】
　前記液体レンズ組立体が非円形の形状を有する、請求項１に記載の液体レンズ組立体。
【請求項９】
　前記液体層に隣接する前記前側レンズの表面が凹面状である、請求項１に記載の液体レ
ンズ組立体。
【請求項１０】
　前記液体層に隣接しない前記前側レンズの表面が凹面状である、請求項８に記載の液体
レンズ組立体。
【請求項１１】
　２つの液体レンズ組立体を備える矯正眼鏡であって、該液体レンズ組立体の各々は、
　前側硬質レンズと、
　最小膨張レベルから最大膨張レベルにまで膨張するようになった半弾性膜と、
　輪郭形成膜被覆と、
　前記前側硬質レンズと前記半弾性膜との間の液体層と、
を備え、
　前記半弾性膜の剛性は、付与された機械的又は静水圧的応力の方向に応じて変化し、
　前記輪郭形成膜被覆の厚さは前記半弾性膜に亘って変化する、矯正眼鏡。
【請求項１２】
　前記膜が最大膨張レベルまで膨張したとき、１つ又はそれ以上の前記液体レンズ組立体
は、全体で負の屈折力を有するように構成される、請求項１１に記載の矯正眼鏡。
【請求項１３】
　前記膜が最小膨張レベルと最大膨張レベルとの間で膨張するとき、１つ又はそれ以上の
前記液体レンズ組立体は、全体で負の屈折力を有するように構成される、請求項１１に記
載の矯正眼鏡。
【請求項１４】
　前記膜が最大膨張レベルまで膨張するとき、１つ又はそれ以上の前記液体レンズ組立体
は、全体で正の屈折力を有するように構成される、請求項１１に記載の矯正眼鏡。
【請求項１５】
　前記膜が最小膨張レベルと最大膨張レベルとの間で膨張するとき、１つ又はそれ以上の
前記液体レンズ組立体は、全体で正の屈折力を有するように構成される、請求項１１に記
載の矯正眼鏡。
【請求項１６】
　前記膜が最小膨張レベルと最大膨張レベルとの間で膨張するとき、１つ又はそれ以上の
前記液体レンズ組立体は、３ジオプターの範囲の屈折力を有するように構成される、請求
項１１に記載の矯正眼鏡。
【請求項１７】
　１つ又はそれ以上の前記液体レンズ組立体が、その正面から見たとき、非円形の形状を
有する、請求項１１に記載の矯正眼鏡。
【請求項１８】
　１つ又はそれ以上の前記液体レンズ組立体は、前記液体層に隣接する凹面を含む、請求
項１１に記載の矯正眼鏡。
【請求項１９】
　１つ又はそれ以上の前記液体レンズ組立体は、前記液体層に隣接する凹面を含む、請求
項１７に記載の矯正眼鏡。
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【請求項２０】
　前記半弾性膜は変化する厚さを有する、請求項１に記載の液体レンズ組立体。
【請求項２１】
　前記前側レンズが、負の屈折力を有するように構成される、請求項１に記載の液体レン
ズ組立体。
【請求項２２】
　前記前側レンズが、負の屈折力を有するように構成される、請求項１１に記載の矯正眼
鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、液体充填レンズ、詳細には可変液体充填レンズに関する。
【背景技術】
【０００２】
　基本的な液体レンズは、全ての開示内容が引用により本明細書に組み込まれている米国
特許第２，８３６，１０１号明細書に記載されているように、１９５８年頃から知られて
いる。最近の例は、Ｔａｎｇ他の「Ｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｂ
ｌｅ　Ｆｌｕｉｄ　Ｃｏｒｅ　Ｆｌｕｉｄ　Ｃｌａｄｄｉｎｇ　Ｌｅｎｓ　ｉｎ　ａ　Ｍ
ｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ」Ｌａｂ　Ｃｈｉｐ，２００８，ｖｏｌ．８，
ｐ．３９５、及び国際公開第２００８／０６３４４２号明細書に見出すことができ、いず
れも全ての開示内容が引用により本明細書に組み込まれている。これら液体レンズは、フ
ォトニクス、ディジタル電話及びカメラ技術、並びにマイクロエレクトロニクス用である
。
【０００３】
　また、眼科用途の液体レンズが提案されている（例えば、全ての開示内容が引用により
本明細書に組み込まれている米国特許第７，０８５，０６５号を参照）。いずれの場合も
、広いダイナミックレンジ、適応矯正の実現可能性、ロバスト性、低価格を含む液体レン
ズの利点は、開口サイズの制約、漏洩の可能性、及び性能の一貫性をバランスさせる必要
がある。例えば、米国特許第７，０８５，０６５号明細書には、眼科用途で用いられる液
体レンズへの流体の効果的な封じ込め関する幾つかの改良例及び実施例が開示されている
が、これに限定されるものではない（例えば、全ての開示内容が引用により本明細書に組
み込まれている米国特許第６，６１８，２０８号明細書を参照）。液体レンズの屈折力調
節は、追加の流体をレンズキャビティに注入することによって、エレクトロウェッティン
グによって、超音波インパルスの適用、及び水等の膨張剤の導入時の架橋ポリマーの膨張
力を利用することによって行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第７，０８５，０６５号明細書
【特許文献２】国際公開第２００８／０６３４４２号
【特許文献３】米国特許第７，０８５，０６５号明細書
【特許文献４】米国特許第６，６１８，２０８号明細書
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｔａｎｇ他の「Ｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｂｌ
ｅ　Ｆｌｕｉｄ　Ｃｏｒｅ　Ｆｌｕｉｄ　Ｃｌａｄｄｉｎｇ　Ｌｅｎｓ　ｉｎ　ａ　Ｍｉ
ｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ」Ｌａｂ　Ｃｈｉｐ，２００８，ｖｏｌ．８，ｐ
．３９５
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の実施形態において、液体レンズ組立体は、前側硬質レンズ、最小膨張レベルか
ら最大膨張レベルにまで膨張するようになった半弾性膜、及びこれらの間の液体層を含む
。本実施形態の液体レンズ組立体の前側レンズは、負の屈折力をもつように構成されてい
る。
【０００７】
　特定の実施形態において、液体レンズ組立体は、膜が最大膨張レベルにまで膨らんだ場
合に、全体に負の屈折力をもつように構成されている。他の実施形態において、膜が最小
膨張レベルと最大膨張レベルとの間で膨張する場合に、全体で負の屈折力をもつように構
成されている。
【０００８】
　本発明のより詳細な実施形態、特徴、利点、又は本発明の様々な実施形態の構造及び動
作については、添付図面を参照して以下に詳細に説明されている。
【０００９】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成する添付図面は、本発明を例示し、明細
書と一緒になって本発明の原理を説明すること、及び当業者が本発明を実施及び利用でき
るようにすることに役立つものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施形態による、レンズの一部の側面斜視図である。
【図２】本発明の実施形態による、正の屈折力範囲をカバーする様々なレンズ組立体の光
学特性の表である。
【図３】本発明の実施形態による、レンズの一部の側面斜視図である。
【図４】本発明の実施形態による、レンズの一部の側面斜視図である。
【図５】本発明の実施形態による、正の屈折力範囲及び負から正の屈折力範囲をカバーす
る様々なレンズ組立体の光学特性の表である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施形態は、添付図面を参照して以下に説明される。
　特定の構造及び配置が記載されるが、これは単に例示目的であることを理解されたい。
当業者であれば、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、他の構造及び配置を使用
できることを理解できるはずである。当業者であれば、本発明は様々な他の用途にも使用
できることを理解できるはずである。
【００１２】
　明細書において「１つの実施形態」、「或る実施形態」、「例示的な実施形態」等に言
及する場合、説明される実施形態は、特定の特徴、構造、又は特性を含むことを示すが、
全ての実施形態は、必ずしも特定の特徴、構造、又は特性を含む必要はないことに留意さ
れたい。更に、この表現は、必ずしも同じ実施形態について言及しているわけではない。
更に、特定の特徴、構成、又は特性が、或る実施形態に関連して説明される場合、明示さ
れるか否かに関わらず、他の実施形態に関連するこの特徴、構成、又は特性に与える影響
については当業者の知識の範囲内にある。
【００１３】
　本発明の実施形態による液体レンズを使用して視力矯正をすることは、硬質レンズ及び
コンタクトレンズ等の従来の視力矯正を超える利点がある。第１に液体レンズは調節が容
易である。従って、老眼で近くの物を見るために正の屈折力を追加して矯正する必要のあ
る人には、遠方処方に適した屈折力を基にした液体レンズが適合する。従って、ユーザー
は、中間及び他の距離の物を見る必要がある場合は、液体レンズを調節して正の屈折力を
追加することができる。
【００１４】
　第２に、液体レンズは、着用者によって必要な屈折力範囲で連続的に調節することがで
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きる。その結果、着用者は、特定の光環境での特定の対物距離に関する屈折異常に正確に
合わせて屈折力を調節することができる。従って、液体レンズにより、屈折力を調節して
、周囲の光レベルに依存する着用者の瞳孔の大きさによる目の焦点距離の自然な変化を補
正することができる。例えば、多数の患者が「夜間近視」と呼ばれる症状を報告しており
、患者は、夜間の屋外のように周囲が低光レベルの場所では近視になる。この症状は、低
光レベルの場所で瞳孔が拡大又は拡張することによって起こり、これは角膜、天性の水晶
体、瞳孔を含む目の焦点調節機構の等価球面屈折力の減少が原因である。本発明の１つの
実施形態によれば、夜間近視の患者は、液体レンズを調節することで夜間近視を補正する
ことができる。
【００１５】
　第３に、一般に許容できる視力の質は、視力が１分（１／６０度）の画像解像度に対応
する２０／２０であると認識されているが、人間の網膜はさらに微細な画像解像の能力が
ある。健康な人間の網膜は、２０秒（１／３００度）の画像解像の能力がある。患者をこ
うした優れた視力レベルにするようにデザインされた矯正眼鏡は約０．１０Ｄ以上の解像
度を有する。本明細書に記載される液体レンズの実施形態のような連続的に調節可能な液
体レンズ要素を使用するとこの解像度が達成できる。
【００１６】
　本発明の１つの実施形態において、液体レンズ組立体とは、液体レンズ、接続管、及び
余分な液体を収容するリザーバを含み、全てが結合されて単一の密閉キャビティを形成す
るようになっている。液体レンズ要素とは、液体レンズのみに言及し、硬質レンズ、屈曲
生膜、及びその間の液体層を含む。
【００１７】
　眼鏡フレーム（図示せず）には、液体レンズの屈折力を調節するための１つ又はそれ以
上の作動システム（図示せず）が収容されている。眼鏡組立体は、１つ又はそれ以上の液
体レンズを受け入れるように構成された眼鏡フレームを備えることができる。フレームは
任意の形状とすることができ、プラスチック、金属、又は他の適切な任意の材料から作る
ことができる。また、単純にワイヤでもチューブでもよく、レンズに巻き付けるか又は他
の方法でレンズに連結されるワイヤ部分又はチューブ部分とすることができる。
【００１８】
　１つ又はそれ以上の液体レンズを有する眼鏡組立体の実施形態において、各液体レンズ
は自身の作動システムを備えることができるので、レンズは左右の目に合わせて独立して
調節することができる。この特徴により、不同視症等のユーザーは、左右の目の屈折障害
をそれぞれ矯正することができ、両目が適切に矯正され、両眼視と両眼加算がより良くな
る。
【００１９】
　作動システムは、眼鏡組立体のテンプル部分の上に又はその内側に取り付けられており
、できるだけ目立たないようにされるが操作は容易になっている。各液体レンズは開口部
を備え、開口部は、余分な液体を収容するリザーバに他端が取り付けられたチューブに接
続される。液体レンズとリザーバを接続するチューブは、フレームのヒンジに通すことが
できる。リザーバは、テンプル部分の長さに沿って延在するスロットの内部に収容され、
リザーバを折り畳むと、接続チューブを通して追加の液体をレンズ組立体へ押し込むこと
ができる。同様に、折り畳まれたリザーバを広げると、液体レンズの正の屈折力を低減す
るために液体レンズ組立体から液体を引き出すことができる。
【００２０】
　１つの実施形態において、液体レンズ、接続チューブ、及びリザーバは一緒になって密
閉ユニットを形成する。リザーバを押しつぶして、接続チューブを介して液体をレンズ組
立体へ押し出す対応が行われる。例えば、リザーバを押しつぶす対応は、ダイアフラムに
衝突してリザーバ内の圧力を高めるプランジャー、リザーバを押しつぶすキャリパー、又
は当業者には公知の他の液体ポンプやアクチュエータの形態とすることができる。例えば
、全ての開示内容が引用により本明細書に組み込まれている米国特許出願番号１２／３９
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９，３６８には、例示的な密閉ユニットを含む例示的な作動システムが開示されている。
【００２１】
　液体レンズ要素の屈折力は、液体レンズ要素に送給又は排出される液体による弾性膜の
膨張によって制御されるので、理論的には、特定の液体レンズ要素の設計範囲の球面屈折
力矯正の連続範囲を提供することができる。実際には、同じ液体レンズ要素を提供したと
して、患者が異なると調節機能限界も異なってくる。一般に、臨床研究では、画像ぶれ範
囲の知覚限界は約０．０５Ｄから０．１５Ｄまで異なっている。
【００２２】
　図１は本発明の実施形態による、液体レンズ組立体１００の一部の側面斜視図である。
本実施形態のレンズは、例えば＋１０Ｄから＋２Ｄの範囲の正の屈折力をカバーするよう
に設計されている。
【００２３】
　液体レンズ組立体１００は、少なくとも１つの硬質レンズ体１１０、硬質レンズ体１１
０との間に形成されたキャビティに液体が出入りするのを防ぐシールを形成するように、
端部１３０でレンズ体１１０に取り付けられる膜１２０、及び膜１２０と硬質レンズ体１
１０の間の空間に満たされる液体層１４０を有する。
【００２４】
　硬質レンズ体１１０は、例えば、約１．５９の屈折率をもつポリカーボネート・ビスフ
ェノールＡ等で作ることができる。他の実施形態では、異なる材料で作られており、屈折
率を変えることができる硬質レンズ体１１０を含むことができる。例えば、屈折率１．６
６７の芳香族ポリウレタンを使って硬質レンズを製造すると、低い曲率の前側レンズで正
の屈折力を実現でき、これを外見上優れていると考えるユーザーもいる。硬質レンズを製
造するのに使われる他の材料としては、これらに限定されるものではないが、ジエチルグ
リコール・ビスアリル・カーボネート（ＤＥＧ－ＢＡＣ）、ポリ（メチル・メタクリレー
ト）、ＰＭＭＡ、及びポリウレア複合体（商標名Ｔｒｉｖｅｘ）等を挙げることができる
。
【００２５】
　一般に、硬質レンズは、１組の金型を使ってポリマーから成形又は成型される。金型の
表面曲率は、特定のストック・キーピング・ユニット（ＳＫＵ）に必要なトーリック曲線
の仕様に適合している。広範囲にわたって屈折力を調節できるので、液体レンズ組立体は
、価格やＳＫＵの数の点で従来の眼科レンズよりも大きな利点を有する。例えば、約－０
．２５Ｄから約－７．２５Ｄの負の屈折力範囲では、３つのＳＫＵで曲面誤差のみの矯正
に対応でき、約０．０Ｄから約－４．００Ｄの範囲では、５１のＳＫＵで曲面誤差と乱視
誤差の両方の矯正に対応できる。
【００２６】
　１つの実施形態において、これらの実施形態の硬質レンズの光学部品、特に空気と触れ
る表面部を非球面化することで、軸外入射に関する球面収差の矯正ができ、レンズを薄く
することができる。
【００２７】
　１つの実施形態において、弾性膜１２０は架橋ポリマー、又はポリマーで作られ、膨張
する場合に伸張して回転楕円形状をとることができるが、膨張しない場合には元の状態に
戻ることができる。膜１２０は、各箇所で厚みが異なることができ、向きが異なると機械
的応力係数が異なり、箇所が異なると機械的応力係数が異なる。膜１２０の別の実施形態
は、前記の特徴の任意の組み合わせを含むことができる。
【００２８】
　非円形の液体レンズが膨張する場合、膨張した表面の曲率が向きによって変化し、乱視
が進む可能性がある。１つの実施形態において、このように引き起こされた乱視誤差は、
適用される機械的又は静水圧的応力の向きに応じて膜の硬さを変えること、又は液体レン
ズの幾何学的中心に対する位置を変えることで最小化される。膜１２０の厚さプロフィー
ルは、例えば、膜の射出成形又はブロー成形することで改善できる。膜１２０の弾性係数
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の方向依存性は、例えば、高温状態で膜に２軸応力をかけ、その後、凍らせて応力変形さ
せることで与えることができる。１つの実施形態において、２．０：１から３．０：１の
歪み比が可能になる。
【００２９】
　また、膜１２０の拡張係数は、膜１２０に硬質の高弾性被覆を施工して、凹形曲線表等
で指定されたように部位ごとの被覆の厚さを変えることで部位ごとに調節することができ
る。この被覆は、例えばＳｉＯｘ又はＳｉｘＮｙ等のセラミックとすることができる。追
加的に又は別の方法として、アルミナ（Ａ１２Ｏ３又はＴｉＯ２）等の他の蒸着セラミッ
ク被覆を使用することもできる。例えば、化学蒸着又は物理蒸着によって被覆を施工する
際にマスクを使用することで、又は事前にプログラムされて所定の速度で特定の軌道に沿
って移動することができるシャドウイング装置を使用して蒸気状態の被覆材に表面を晒す
時間を変更することで、輪郭形成被覆を施工することができる。
【００３０】
　１つの実施形態において、膜１２０は、キャビティ内部の液体の拡散を防ぐための信頼
性及び耐久性のある障壁を提供し、消費者眼科用途に適する耐穿刺性がある。１つの実施
形態において、膜１２０は、配向結晶性ポリマー又は部分結晶性ポリマーで作られるが、
この結晶性ポリマーは、１００℃又はそれ以上（例えば１３０℃以上）等の高温ガラス転
移温度及び高融点を有しているが、例えば、フッ化ビニル樹脂（米国デラウェア州ウィル
ミントン所在のＤｕ　Ｐｏｎｔ社で商品化されたＴＥＤＬＡＲ）等の比較的低温のガラス
転移温度で、適切な強靱性及び耐穿刺性をもたらす、例えば、１２０％又はそれ以上の高
い破断伸びを有することができる。表１には膜に使用されるポリマーのガラス転移温度及
び融点が記載されている。膜１２０としてＰＥＥＫ（ポリエーテル・エーテル・ケトン）
等の部分結晶性ポリマー、ＴＥＤＬＡＲ等のフッ化ビニル樹脂、ポリフッ化ビニリデン（
ＰＶＤＦ）、又はＰＴＦＥを使用する場合、融点は１５０℃又はそれ以上となる場合があ
る。膜の材料としてポリ（ノルボルネン）等のポリオレフィンを使用できる。膜として使
用するのに適する他のポリマーとしては、例えば、限定されるものではないが、ポリスル
ホン、ポリウレタン、ポリチオウレタン、テレフタル酸ポリエチレン、シクロオレフィン
ポリマー、及び脂肪族又は脂環式のポリエーテルを挙げることができる。
【００３１】
表１

【００３２】
　図２は、本発明の様々な実施形態、例えば、図１のレンズ組立体による、正の屈折力を
カバーする様々なレンズ組立体の光学特性に関する表である。これらの値は、屈折率１．
５９のビスフェノールＡのポリカーボネート製の硬質レンズ体１１０を有するレンズ組立
体について計算したものである。表２の値の計算に使用したレンズ組立体は、屈折率１．
５０のシリコン（ポリシロキサン）でできている液体１４０を有する。当業者であれば、
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本明細書に記載の実施形態に基づいて他のレンズ及び流体材料を使用して異なる範囲の調
節及び／又は硬質レンズの屈折力を提供できることを理解できるはずである。
【００３３】
　図２の表の１列目は、本発明の液体レンズ組立体１００の実施形態の光学特性を示す。
本実施形態では、約２９５ｍｍの曲率半径の硬質レンズ体１１０を有している。硬質レン
ズ体１１０の屈折力は約３．０Ｄで、硬質レンズ体１１０の前側曲線は約１１６ｍｍの曲
率半径である。
【００３４】
　本実施形態での液体レンズ組立体１００の屈折力は、膜１２０が平面である場合に正の
値が最小となる。本実施形態での液体レンズの屈折力は、約１．７Ｄである。その結果、
膜１２０が平面である場合、本実施形態の液体レンズ組立体１００の全体的な屈折力は約
４．７Ｄである。
【００３５】
　従って、追加の液体をキャビティに注入して液体圧力を上げて膜１２０を膨張させると
、液体レンズ組立体１００全体の屈折力は増加する。１つの実施形態において、膨張後、
膜の曲率は約１２５ｍｍである。その結果、本実施形態の液体レンズ組立体は、膨張した
場合、屈折力は約７．７Ｄである。従って、膨張後、液体レンズ要素の屈折力は約３．０
Ｄまで増加する。
【００３６】
　図３は本発明の別の実施形態によるレンズの一部の側面斜視図である。本実施形態のレ
ンズは、＋１．７５Ｄから－１．００Ｄ等の低い正の屈折力並びに屈折力ゼロ及び低い負
の屈折力の範囲をカバーするように設計されている。
【００３７】
　１つの実施形態では、液体レンズ組立体３００は、少なくとも１つの硬質レンズ体３１
０、硬質レンズ体３１０との間に形成されたキャビティに液体が出入りするのを防ぐシー
ルを形成するように、端部１３０でレンズ体３１０に取り付けられる膜３２０、及び膜３
２０と硬質レンズ体３１０との間の空間に満たされる液体層３４０を有する。
【００３８】
　図４は本発明の別の実施形態によるレンズの一部の側面斜視図である。本実施形態では
、－１０Ｄから－２Ｄ等の負の屈折力の範囲をカバーするように設計されている。
【００３９】
　１つの実施形態では、液体レンズ組立体４００は、少なくとも１つの硬質レンズ体４１
０、硬質レンズ体４１０との間に形成されたキャビティに液体が出入りするのを防ぐシー
ルを形成するように、端部４３０でレンズ体４１０に取り付けられる膜４２０、及び膜４
２０と硬質レンズ体４１０との間の空間に満たされる液体層４４０を有する。
【００４０】
　硬質レンズ体４１０は、全体的な屈折力を低くするために内表面が凹面の負の硬質レン
ズである。１つの実施形態において、弾性膜４２０は硬質レンズ体４１０の前側に配置さ
れるようになっており、弾性膜４２０は、着用時にユーザーの目からより遠い方に位置す
る。例えば、１つの実施形態において、硬質レンズの前側曲線は約３．００Ｄで、硬質レ
ンズの屈折力は約－１．００Ｄ、裏側表面の曲率半径は約１４７．５ｍｍである。結果と
して、液体レンズの最も低い屈折力は約３．３９Ｄで、組立体の全体的な屈折力は２．３
９Ｄである。従って、本実施形態の調節範囲は約２．３９Ｄから約５．３９Ｄである。
【００４１】
　１つの実施形態において、液体レンズ組立体４００は、全体的な屈折力を負にするよう
になっている。本実施形態において、硬質レンズ体４１０は、内表面が凹面の負の硬質レ
ンズである。膜４２０は、硬質レンズ体４１０と膜４２０との間に形成されたキャビティ
に液体が出入りするのを防ぐシールを形成するように、端部４３０でレンズ体４１０に取
り付けられ、膜４２０と硬質レンズ体４１０との間の空間には液体層４４０が満たされて
いる。本実施形態では、液体レンズ組立体４００は、膜４２０が膨張した場合に、液体レ



(9) JP 5897572 B2 2016.3.30

10

20

30

40

ンズ（膜４２０と液体４４０を含む）の屈折力が、硬質レンズ体４１０の負の屈折力より
も正の度合いが強くなるように構成されている。硬質レンズがそれ自体で十分に負であれ
ば、弾性膜が膨張した場合でも、液体レンズ組立体４００は全体的には負の屈折力になる
。
【００４２】
　図５は本発明の様々な実施形態による負の屈折力、及び負から正への屈折力をカバーす
る様々なレンズ組立体の光学特性の表である。これら値は、屈折率１．５９のビスフェノ
ールＡのポリカーボネート製の硬質レンズ体４１０を有するレンズ組立体について計算し
た値である。表５の値を計算するために使用したレンズ組立体は、屈折率１．５０のシリ
コン（ポリシロキサン）でできている液体４４０を有する。当業者であれば、異なる材料
を使用すると異なる値が得られることを理解できるはずである。
【００４３】
　本明細書に記載の液体レンズ組立体の実施形態の屈折率は（１）硬質レンズの屈折力（
２）液体に接する硬質レンズの表面の曲率（３）膜の曲率（３）液体の屈折率（５）液体
層の厚さの５つのパラメータを含む。従って、レンズシステムは、３つの表面、２つの屈
折率（硬質レンズ及び液体の材料）、及び２つの厚さを１つに合わせて解析される。液体
レンズ組立体の実施形態の屈折率は、正の方へのみ変わることができるので、硬質レンズ
自体の屈折力は、液体レンズ組立体を調節できるよう最小の可能性のある屈折力値となる
。
【００４４】
　硬質レンズの正の屈折力の範囲は、正の屈折力をカバーするように選択される。前側表
面（フロント曲線、ベース曲線とも呼ばれる）の曲率半径を選択することもできる。この
選択プロセスは、各構成に関する画像品質、並びに顔面にかける等の見た目の要素が含ま
れる。所定のレンズに関する前側表面は、材料の屈折率に基づいて設計することができる
。
【００４５】
　１つの実施形態において、これらの計算のために、液体レンズ組立体の屈折力は、硬質
レンズの屈折力、液体レンズ要素の屈折力、及び液体に接触する硬質レンズの表面の曲率
半径の関数として簡略化することができる。この構成において、膜は非常に薄く、膨張の
全範囲にわたって均一な厚さを維持するようにモデル化できるので、膜の屈折率は考慮に
入れる必要はない。それにもかかわらず、膜の屈折率は、液体レンズ内の液体の屈折率に
適合することができるので重要な設計パラメータである。
【００４６】
　前述の実施例は、標準的な集団に必要な視力矯正用球面レンズをカバーする方法を示し
ている。また、硬質レンズは、乱視矯正のためのトーリック矯正手段を備えることができ
る。１つの実施形態において、この矯正手段は、空気に触れる硬質レンズの表面に配置さ
れる。集団の９５％をカバーするために、ある集団内の典型的な乱視誤差は、０．２５刻
みで約－０．２５Ｄから約－４．００の範囲となっている。
【００４７】
　前記では本発明の様々な実施形態を説明したが、これらは例示的であり限定するもので
はないことを理解されたい。当業者であれば、本発明の精神及び範囲を逸脱することなく
、形式及び詳細の様々な変更を行い得ることが理解できるはずである。従って、本発明の
範囲は、前述の例示的な実施形態に限定されるものではなく、以下の請求項及びその均等
物によってのみ限定される。
【００４８】
　更に、要約の目的は、通常、米国特許商標局及び一般市民、特には、特許又は法律用語
に関する知識を有しない本技術分野の科学者、技術者、及び熟練者に、通り一遍の閲覧で
本適用の技術的開示の本質及び性質がわかるようにするためのものである。この要約は、
本発明の範囲を意図するものではない。
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